
2月 11日・建国記念の日
（如月） FEBRUARY

子育て支援企業に対する税制優遇制度。育児休業を取得しやす
くする等により、一定期間内に次世代育成支援対策推進法に基づ
く認定を受けた企業は、取得・新築・増改築をした建物について、
普通償却限度額の32％の割増償却ができます。認定マークの愛称
が、「くるみん」であることから、こう呼ばれています。
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2 2012（平成24年）

ワンポイント

2月の税務と労務

くるみん税制

国　税／平成23年分所得税の確定
申告 2月16日〜3月15日
（還付申告は申告期間前で

も受け付けられます）
国　税／贈与税の申告

2月1日〜3月15日
国　税／1月分源泉所得税の納付

2月10日
国　税／12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）2月29日

国　税／6月決算法人の中間申告
2月29日

国　税／3月、6月、9月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 2月29日

国　税／決算期の定めのない人格
なき社団等の法人税の確定
申告及び納付 2月29日

地方税／固定資産税の第 4期分の
納付

市町村の条例で定める日

紅梅
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2月号 2

本
年
も
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時

期
と
な
り
ま
し
た
。
還
付
申
告
に
つ

い
て
は
既
に
一
月
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
納
付
額
の
あ
る
人
に
つ
い

て
は
、
二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
五

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

以
下
、
平
成
二
十
三
年
分
確
定
申

告
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

■１

確
定
申
告
の
対
象
者

［
主
な
例
］

①

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
お
り
納

税
額
が
あ
る

②

不
動
産
収
入
が
あ
り
納
税
額
が

あ
る

③

給
与
が
年
間
二
千
万
円
を
超
え

る
④

二
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら

っ
て
い
る

⑤

同
族
会
社
の
役
員
等
で
、
そ
の

会
社
に
不
動
産
や
事
業
資
金
を
貸

し
付
け
、
使
用
料
・
利
息
等
を
受

け
取
っ
て
い
る

⑥

平
成
二
十
三
年
中
に
土
地
等
の

譲
渡
が
あ
っ
た

⑦

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
金
額
が
二
〇
万
円
を
超
え
る

［
主
な
例
］

雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附

金
控
除
、
配
当
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
る
人

■２

平
成
二
十
三
年
分
申
告
の
留
意
点

a

扶
養
控
除
の
見
直
し

①

年
少
扶
養
親
族
（
扶
養
親
族
の

う
ち
年
齢
一
六
歳
未
満
の
者
）
に

係
る
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

②

旧
特
定
扶
養
親
族
（
扶
養
親
族

の
う
ち
年
齢
一
六
歳
以
上
二
三
歳

未
満
の
者
）
の
う
ち
、
年
齢
一
六

歳
以
上
一
九
歳
未
満
の
者
に
係
る

扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
（
改
正

前
二
五
万
円
）
を
廃
止
し
、
扶
養

控
除
の
額
が
三
八
万
円
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

s

同
居
特
別
障
害
者
加
算
の
改
組

扶
養
親
族
又
は
控
除
対
象
配
偶
者

が
同
居
の
特
別
障
害
者
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
扶
養
控
除
又
は
配
偶
者

控
除
の
額
に
三
五
万
円
を
加
算
す
る

措
置
が
、
年
少
扶
養
親
族
に
係
る
扶

養
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、
特
別
障
害

者
控
除
の
額
を
七
五
万
円
（
改
正
前

四
〇
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
形
に
変

更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

d

寄
附
金
控
除

寄
附
金
控
除
の
適
用
下
限
額
が
二

千
円
（
改
正
前
五
千
円
）
に
引
き
下

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

f

年
金
所
得
者
の
申
告
手
続
き
の

簡
素
化

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
四
〇

〇
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
そ
の
他
の

所
得
が
二
〇
万
円
以
下
の
者
に
つ
い

て
、
確
定
申
告
不
要
制
度
が
創
設
さ

れ
て
い
ま
す（
た
だ
し
、還
付
金
が
あ

る
場
合
は
、
還
付
申
告
が
必
要
で
す
）。

確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

所
得
税
の

還
付
を
受
け
ら
れ
る
人
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譲渡所得、土地等の取得費が
分からないとき

土地や建物の譲渡所得の金額は、それ
らを売った金額から取得費と譲渡費用を
差し引いて計算します。

土地の取得費は、買い入れたときの購
入代金や購入手数料などの合計額となり、
建物の取得費は、購入代金などの合計額
から減価償却費相当額を差し引いた額と
なります。

しかし、その土地や建物を購入した時
期がかなり前のことであったり、先祖伝
来のものであったりして、取得費がわか
らないときには、取得費の額を売った金
額の５％相当額とすることができます。

また、取得費が把握できる場合でも、
実際の取得費が売った金額の５％相当額
を下回るときは、取得費の額をその売っ
た金額の５％相当額とすることができま
す。
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遺
産
総
額
か
ら
控
除
で
き
る
葬
式

費
用
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

a

葬
式
や
葬
送
な
ど
を
行
う
と
き

や
そ
れ
以
前
に
火
葬
や
埋
葬
、
納

骨
を
す
る
た
め
に
か
か
っ
た
費
用

s

葬
式
な
ど
の
前
後
に
生
じ
た
出

費
で
通
常
葬
式
な
ど
に
か
か
せ
な

い
費
用
（
お
通
夜
な
ど
に
か
か
っ

た
費
用
な
ど
）

d

葬
式
に
当
た
り
お
寺
な
ど
に
対

し
て
読
経
料
な
ど
の
お
礼
を
し
た

費
用

一
方
、
次
の
よ
う
な
費
用
は
、
遺

産
総
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

a

香
典
返
し
に
か
か
っ
た
費
用

s

墓
石
や
墓
地
の
買
入
れ
の
た
め

の
費
用
や
、
墓
地
を
借
り
る
た
め

に
か
か
っ
た
費
用

d

初
七
日
や
法
事
な
ど
に
か
か
っ

た
費
用

復興増税

１　復興増税とは
復興増税とは、東日本大震災の復興の財

源に充てるための法人税や所得税などの臨
時の増税です。

増税規模は総額約10.5兆円で、増収分は
新設する特別会計で管理されます。

2　法人税に関する内容
法人税に関しては、2012（平成24）年

度から国税と地方税を合わせた法人実効税
率を約５％下げたうえで、「復興特別法人
税」として法人税額の10％を３年間、法人
税に上乗せします。

したがって、復興特別法人税が廃止され
る３年後に、満額の減税が実現されること
になります。

この関係を図で示すと次のようになりま
す。なお、この図では、分かりやすいよう
に2011年度の実効税率を40.5％と仮定し

ています。

３　所得税、地方税に関する内容
所得税では、2013年１月から25年間、

所得税額の2.1％を「復興特別所得税」と
して上乗せします。

地方税では、所得にかかわらず負担する
均等割分を2014年６月から10年間にわた
り年1000円引き上げます。

これとあわせて退職所得に係る税金を
10％控除する地方独自の減税を2013年１
月から廃止します。

遺
産
総
額
か
ら
控
除
で
き
る
葬
式
費
用


